
© 2021 D&I, Inc.

障害者雇用で使える助成金を

わかりやすく解説（令和3年版）

※本資料で説明する助成金制度は令和3年（2021年）4月時点の法制度を元にしています。

助成金制度は年度ごとに見直しが行われますため、実際の申請にあたっては最新の情報を厚生労働省、

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にご確認ください。

<留意事項＞

・本ファイルに記載された内容を目的以外の理由で使用することを禁じます。

・本ファイルに記載された内容の無断転載・転用を禁じます。
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はじめに

このような方におすすめします

• 障害者雇用で助成金が使えることは知っているが内容はあまり把握できていない

• 新たに障害者を採用しなければいけないが、コストをかけることに会社が前向きでない

障害者雇用の現状

厚生労働省が実施した調査「平成 30 年度障害者雇用実態調査結果」によると、

企業側が障害者を雇用するにあたっての課題として挙げたものとして二番目に高かった

選択肢は障害者を雇用するイメージやノウハウがないでした。

また、義務があるにもかかわらず一人も雇用することができていない「障害者雇用ゼロ企業」が

多く存在する（*）背景にも知識やノウハウの不足があるとされています。

そのため、障害者雇用を進める第一歩として必要な知識を得ることが大事になります。

本資料では、担当者になった時におさえておくべきことを解説しています。

*法定雇用率未達成企業54,369社に占める割合は、57.8％（平成30年障害者雇用状況の集計結果より）

本資料により得られる知識

• 障害者雇用で使える助成金

• 助成金の支給を受けるための条件

• 助成金の種類の解説

• 助成金を受けた時のメリット 2
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障害者雇用で使える助成金は大きく2種類

3

POINT
⚫ 申告制のため、自ら手続きを進めないと受給できません

⚫ 助成金は返済する必要がありません

区分 雇用関係助成金
納付金制度に
基づく助成金

申請先 ハローワーク
独立行政法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構（通称：機構、

JEED）

財源 事業主が納める雇用保険料 法定雇用率に基づく納付金

助成金の
内訳

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）

特定求職者雇用開発助成金
（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）

トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）

トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）

キャリアアップ助成金（障害者正社員化コース）

人材開発支援助成金（障害者職業能力開発コース）

障害者作業施設設置等助成金

障害者福祉施設設置等助成金

障害者介助等助成金

重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

職場適応援助者助成金（訪問型）

職場適応援助者助成金（企業在籍型）
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雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の

能力向上などを支援するために厚生労働省から支給される公的資金です。

事業主の方のための雇用関係助成金とは

4

雇用関係助成金とは

POINT

⚫ 雇用関係助成金は主に「雇用すること」

「雇用の継続」「雇用している人の待遇の改善」

に対して支給されるものです。※訓練制度を除く

支援は障害者以外にも高齢者・母子家庭・長期離職者なども
対象となります。障害者以外の雇用に助成金を並行して
申請した場合、トータルの支給額によっては全ては
認められないケースもあります。

以降は本編資料にて
ご確認ください

（資料一覧に戻る）

https://d-and-i.jp/documents/

